
  

 

平成３１年度 第１回 保倉区地域協議会 

 次 第 

 

 

日時：平成３１年４月２３日（火）午後６時～ 

会場：保倉地区公民館 １階 研修室 

 

 

 １ 開  会 

 

 

 

 

 ２ 会長あいさつ 

 

 

 

 

 ３ 議  題 

 【報告事項】 

  ・第 6次行政改革推進計画及び事務事業評価の結果について              

 

 

 【自主的審議事項】 

  ・地域の安全・安心について 

 

 

４ その他 

   

 

 

 

５ 閉  会 
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事務事業評価の結果について 
 

１ 事務事業評価の実施 
⑴ 目的 

第 6次総合計画における施策を評価し、また、施策を実現するための事務事業を評価するこ

とにより、限られた経営資源（財源、公共施設等、人材・組織）の範囲で、政策的視点から施

策の重点化を明確にするとともに、行政改革の視点から事務事業の必要性・有効性・効率性を

検証し、施策の実現に資する重要な事務事業を着実に推進しつつ、事業量と業務量の削減を図

るもので、具体的には次の 3点を目指します。 

・財政規模の縮小への備え  … 歳入に見合った歳出規模と業務量への見直し 

・経営資源の最適配分  … 施策評価に基づく施策・事業の重点化 

・最小経費・最大効果の事業執行 … 目的・目標の再確認及び事業執行の更なる効率化 

 

⑵ 対象事業（1,408事業） 

・平成 31年度から平成 34年度までに実施を予定する一般会計及び特別会計（公営企業会計を

除く。）の事務事業（1,313事業） 

ただし、施設の廃止・見直し等については、平成 32 年度末までに策定する個別施設計画

で検討するため、対象外としました。 

・予算は計上されていないが、一定以上の業務量を要する事務事業（95事業） 

 

⑶ 評価の手順 

ア 施策評価 

第 6 次総合計画前期基本計画に基づく 42 の基本施策を構成する 106 の「施策の柱」ごと

に、進捗や課題を考察し、今後 4年間の取組の方向性を明確化した上で、政策的な事務事業

の評価に反映しました。 

 

イ 事務事業評価 

評価段階 評価者 

一次評価 
事業所管課が評価項目（必要性・有効性・効率性）に基づき評価し、

事業の方向性を判断 

事務局ヒアリング 
事務局（行政改革推進課・企画政策課・財政課・人事課）が一次評価

に対し事業所管課へヒアリング 

二次評価 
副市長・教育長・政策監が、一次評価及び事務局ヒアリングによる事

業の方向性に対し政策的視点で評価 

最終評価 市長が二次評価に対し政策的視点で評価 

 

⑷ 一次評価の評価項目 

評価項目 評価内容 

必要性 

・市民ニーズ（市民の声や要望、対象者数の推移等）を検証 

・行政関与の必要性（市が実施すべき事業か、民間や国県による代替が可能か）を

検証 

有効性 
・目標の達成状況、進捗状況、主な成果（平成 27年度～平成 29年度）を検証 

・政策間の連携による複数分野での相乗効果を検証 

効率性 

・近隣自治体や類似団体との比較による事業規模・サービス水準を検証 

・民間活力等の活用による事業実施の可否など事業の実施方法を検証 

・事務の効率化・簡素化（経費削減や事業の整理・統合などの可否）を検証 

・適正な受益者負担（事業費やサービス水準とのバランス、自主財源の確保）を検

証 
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⑸ 評価結果の区分（事務事業の方向性） 

平成 34年度までの事務事業の方向性について、次の区分により評価を行いました。 

次ページ以降の評価結果一覧については、評価結果のうち、「廃止」「一部廃止」「見直し」「拡

充」と評価した事務事業を掲載しています。 

なお、平成 34 年度までの間には、本資料に掲載されている評価結果だけではなく、平成 35

年度以降の収支均衡を目指し、一層の事務事業の見直しに取り組みます。 
 

評価区分 内容 事業数 

廃止 ・廃止とする事務事業 25  

一部廃止 ・事業規模、対象者等を縮小する事務事業 24  

見直し 

・事業の成果・効果を高めるために内容を見直す事務事業 

・事業の実施主体やサービス提供方法、受益者負担を見直す事務事業 

・今後の方向性について、制度や計画等を含めて検討する事務事業 

179  

拡充 ・事業規模、対象者等を拡充する事務事業 18  

完了 
・あらかじめ完了年度が設定されており、今後確実に完了が見込まれ

る事務事業 
154  

現状維持 ・継続して実施する事務事業 1,008  

合計 1,408  

 

⑹ 評価結果の取扱い 

ア 関係者との協議 

・事務事業評価は、財政収支の均衡を目指すための行政の自己評価であり、今後、関係者等

への説明や協議を十分に行いながら取組を進めていきます。 

イ 評価結果の反映 

・評価結果と連動した「財政計画」及び「定員適正化計画」を策定しました。 

・評価結果に基づく取組を反映した予算編成を実施します。 

 

 



自主的審議事項「地域の安全・安心について」 

 

■平成 30年度地域協議会で出た意見（太字は保倉地区振興協議会との意見交換会で出た意見） 

区分 № 項目 意見 

１ 

災
害
対
策 

① 保倉川流域の浸水被害 

・洪水となった場合の危険の内容や対策について学ぶ必要があ

る。 

・保倉川の水の流れを良くするために、川沿いの雑木を伐採し、

流れているごみが引っ掛からないようにするべきである。 

・保倉川放水路のルートが決まらないと桑曽根川や谷内川等の

改良改修が進まない。大雨の際にすぐに満水になり、水害の

恐れがある。 

② 災害時の情報発信 

・避難放送が流れても、他人事と捉える人がいる。 

・災害時の情報発信の在り方について検討する必要がある。 

・それぞれの地域において避難の仕方等、防災アドバイザーか

らアドバイスを受ける機会があると良い。 

③ ため池決壊時の対応 

・豪雨時の対応について、地域で話し合いをしておくことが重

要である。 

・青野池は民家が近くにあるため、決壊すると非常に危険であ

る。早期にハザードマップの作成が必要ではないか。 

④ 
地域消防団への支援活

動 

・消防団員は、勤務されている人が多いため、日中に火災が発

生した際は自主防災組織も消火活動に参加できるような工夫

が必要。 

・町内に自主防災組織があるので、自主防災組織でも消防積載

車の操作を行っても良いということにできないか。 

・自主防災組織が消火活動に参加できるよう、けが等に備え町

内会で保険に加入したら良いのではないか。 

・緊急時に備え、防火水槽や消火栓のまわりを除雪するなど、

消火活動以外での支援ができるのではないか。 

２ 

防
犯
対
策 

⑤ 保倉地区内の防犯対策 

・犯罪を未然に防ぐ抑止効果を得るため、防犯カメラの設置や

見守り活動等の防犯対策が必要。 

・子どもの通学路や人通りの多いところに防犯カメラを設置し

てはどうか。 

・防犯カメラの設置には、プライバシーの問題について地域住

民の理解を得ることと、維持管理について明確にすることが

必要である。 

３ 

緊
急
時
対
応 

⑥ ＡＥＤの設置 
・公共施設やコンビニなどＡＥＤが設置してある施設が近くに

ない町内では、緊急時の対応が遅れてしまう。 
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